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○

歩合給の外交員の退職功労金

Q:私は、化粧品会社の外交員をしていま

したが、病気のため、先月退職しました。そ

の際に退職功労金をもらいましたが、この退

職功労金は退職所得に該当しますか。

私と化粧品会社との間に、雇用契約関係は

なく、報酬も歩合給のみとなっていました◎

ヱヘ：退職所得ではなく、事業所得に該当し

ます。

【解説】

いわゆる歩合給制により役務を提供する外

交員との間の契約関係は、請負契約に該当す

るものと一般に解されており、このような歩

合による所得区分は事業所得又は雑所得とし

て課税することとされています。

また、退職金は、一般に使用者との間に雇

用契約があり給与所得を受けている者が、退

職に際して、その在職中の勤務に対する対価

として支払いを受ける給与の一時金と考えら

れています。

したがって、歩合給として支払いを受ける

金額が事業所得とされている場合においては、

これにより支払われる一時金が退職所得とさ

れる余地はないものと思われます。

なお、次の2つの要件を満たしていれば、

外交員に対する一時金でも、退職所得とされ

ます。

(1)在職中に雇用契約による身分を有していた

外交員に支払われるものであること。

(2)その支給額は、退職給与規定等により雇用

契約期間とその期間中の成績等に応じて計

算されるものであること。
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